
  

指定管理者制度適用施設の概要・制度適用方法 

１ 施設の概要 

⑴ 名称 米子市都市公園（外浜区域） 

⑵ 所在地 米子市両三柳３１９２－２外 

⑶ 構造 

 

鉄筋コンクリート造平屋（パークセンター等） 

木造平屋（東屋等）              等 

⑷ 敷地面積 ４０２,５９４平方メートル 

ア 街区公園 

２９箇所 ６０,０００平方メートル 

イ 近隣公園等 

５箇所  ２５７,４００平方メートル 

ウ 都市計画法に基づき設置された緑地 

   １２７箇所 ６８,１６９平方メートル 

エ 都市公園に類似する施設 

   ５箇所  １７,０２５平方メートル 

⑸ 建築面積 ２０１７．１５平方メートル（区域内全建築施設合計） 

⑹ 主な施設内容 弓ヶ浜公園パークセンター（１９１.１５平方メートル）、皆生海

浜公園モニュメンタルシェルター（７３８．１平方メートル）、駐

車場、便所、東屋、藤棚、遊具 等 

⑺ 施設の設置目  

 的（総合計画との 

 関連性等） 

人々のレクリエーションの空間となるほか、良好な都市景観の形

成、都市環境の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、

豊かな地域づくりに資する交流の空間の確保等のため設置されて

いる。 

⑻ 施設の現状 近隣公園等の大規模な施設は、遠足、スポーツイベント、レクリ

エーションの拠点として、多くの市民や教育機関によって活用さ

れている。また、街区公園や緑地等の小規模な施設は、日常の遊

びや集いといった地域の憩いの場として、幅広く利用されている。 

⑼ 施設の運営状 

 況（令和６年度） 

の概要 

ア 主な運営に係る企画 

・年末年始の弓ヶ浜公園におけるイルミネーションスポットの

提供 

・弓ヶ浜公園における子供を対象としたお菓子の配布（５月５

日） 

・巡視用車両への自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の搭載 

・弓ヶ浜公園のパンフレット配布 

イ 管理運営費（支出額の合計） ８４,８８４千円 



  

２ 制度適用方法 

 ⑴ 指定の期間 

   令和８年４月１日～令和１２年３月３１日（５年間） 

 ⑵ 業務の範囲及び管理の基準（主なもの） 

  ア 施設、設備及び器具の維持管理に関すること。 

イ 施設等の利用に関すること（利用の許可に関することを除く。） 

ウ 非常時における初動対応に関すること。 

エ その他の管理業務のうち、市長又は教育委員会に専属する権限に基づく事務を除く

もの 

⑶ 管理業務の処理体制 

   職員の適正配置のほか体制の整備。なお、統括責任者１人、これを補佐する者１人

を定めておく。 

⑷ 市が直接行う業務 

 ア 市長に専属的に付与された行政処分（都市公園の行為許可など） 

 イ アに係る諸設備に係る経費の取扱に関する業務 

⑸ 管理業務の処理に必要な経費 

   指定管理者は、管理業務の処理に必要な経費を、指定管理料によって賄う。 

 ⑹ その他の条件 

ア 指定管理者は、都市公園等の管理業務の処理に当たり、都市公園等の利用者で構 

成する団体その他関係団体との連携協力に努めなければならない。 

イ 市は、災害の発生その他特別の事情がある場合は、都市公園等を優先的に使用す

ることがある。この場合において、指定管理者は、これに協力しなければならない。 

ウ 指定管理者は、市が実施する都市公園等における事業への協力に努めなければな

らない。 

エ 指定管理者は、原則として、米子市都市公園（内浜区域）の指定管理者に同時に

なることはできない。 


